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はじめに 

 

 

 荒川区立第三中学校は「学校保健安全法」「荒川区地域防災計画」「荒川区立学校防災マニュアル

指針」「学校危機管理マニュアル（東京都教育委員会）」に基づき、学校の防災（震災）に関する計

画「学校防災計画（震災編）」を策定することにより、生徒のかけがえのない命を守ることはもち

ろんのこと、登下校時の安全確保や災害後の円滑な教育活動の再開を図る。また、学校が地域の防

災組織と一体となって、発災・被災後の対応として、被災者の生活の場となる避難所運営の支援が

行えるようにするための取り組みを進める。 

 なお、学校防災計画は、 

 Ⅰ 事前の危機管理（備える） 

 Ⅱ 発生時の危機管理（命を守る） 

 Ⅲ 事後の危機管理（立て直す） 

の３段階の危機管理に対応して作成する。 

段階 項目 

Ⅰ 事前の危機管理（備える） 

○校内の組織体制を組んでおく。 

○荒川三中の避難場所はどこかを周知しておく。 

○震災時における学校の対応の方針を、荒川区で観測され

る震度を基準に定めておく 

○休日・夜間に発災した際の、教職員の参集する基準を定

めておく。 

○教職員の緊急連絡体制を組んでおく。 

○生徒の保護者への引渡しに関する基準と保護者から提出

してもらう書類について定めておく。 

○安全点検の在り方と項目を定めておく。 

○避難訓練等の計画を作成しておく。 

Ⅱ 発生時の危機管理（命を守る） 

○発災時の校内組織ごとの役割分担と大まかな対応の流れ

を定めておく。 

○発災時の想定される校内外の状況や、生徒の避難行動と

教職員の対応について、場所・状況別に定めておく。 

○施設自体が危険にさらされているときの、広域避難所へ

の避難方法について定めておく。 

○発災時の生徒の第一次行動の際の、教職員の生徒に対す

る安全指導の例をまとめておく。 

○「南海トラフ地震に関連する情報」に対する対応を定め

ておく。 

Ⅲ 事後の危機管理（立て直す） 

○生徒の保護者への引渡しをする際の校内体制と引渡し手

順について定めておく。 

○避難所を開設する際の準備として、教職員の組織及び役

割等を定めておく。 

○教育活動再開に向けた取組を定めておく。 
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Ⅰ 事前の危機管理（備える） 

１ 組織体制 

部 平常時 震災時 

学校災害対策本部 

（運営委員会） 

○学校対策本部設置訓練 

○校内外の情報処理系統の確立 

○関係機関との情報授受・処理態勢整  

 備 

○指示系統の整備と点検 

○部員は会議室に集合し、本部設置 

○校内外状況の迅速な把握 

○関係機関との情報交換・処理 

○指示系統の確認、迅速・正確な伝  

 達 

 

班 平常時 震災時 

情報・連絡班 

 

◯能美・宮﨑・小谷野・

貴堂・佐野・後木・ 

二瓶・五明 

○発災時の生徒・職員の安否や受傷・

心理状態の把握、関係連絡先に関す

る行動マニュアルの作成 

○生徒・教職員の安否情報、施設内

外の破損個所情報等、各班からの

情報収集 

○災害に関する情報の収集・発信 

○スクリレ・ＨＰ担当 

○関係機関との連絡及び情報収集 

○記録、報告書の作成 

◯保護者引渡し時の電話・ＭＣＡ無

線対応 

施設・初期消火班 

 

◯小坂・小山・近藤・ 

髙坂・安藤・丹野・ 

松尾・眞野・鈴木育 

○学校施設の安全確保としての、消火

器の設置状況、危険個所の把握 

○初期消火活動体制の整備 

○第一次避難後の施設内に取り残さ

れている生徒の救出 

○発災直後の施設内の点検及び初期

消火、施設内再入場可否の判断 

○施設内破損個所の点検リストへの

記入 

○「情報・連絡班」への情報提供 

◯保護者引渡し時の「生徒対応班」

への応援 

救護班 

 

◯山本康・小林・白鳥・ 

涌井・毛利・中山・ 

石原・竹守・上村・ 

大森 

○薬品・器具の整備及び点検 

○搬送資器材の整備 

○応急手当技法の習得 

搬送先医療機関の特定と連携 

○けが人への応急救護 

○「施設・初期消火班」から「情報・

連絡班」への報告内容を基にした

迅速な出動 

○医療機関の被害状況の把握 

◯保護者引渡し時の「生徒対応班」

への応援 

生徒対応班 

 

◯片岡・末永・弓田・ 

高野・山本奈・千葉・ 

春谷・道面・田中・ 

塚本眞・渡邊 

○防災・避難訓練を想定・状況に基づ

いて見直し 

○点呼活動・整列指導方法の整備 

○保護者引渡し方法の確立 

○第一次避難後の点呼集約結果を本

部・「情報・連絡班」への報告 

○「施設・初期消火班」から「情報・

連絡班」への報告内容を基にした

避難生徒への指示 

○生徒の動揺・不安の緩和 

○確実な保護者への引渡し 

持出品搬出班 

◯古谷・吉田・金山・ 

今野・小野・山根 

○重要書類の焼失、散逸防止と安全持

出の方途策定及び管理 

○重要書類等の保護・持出・管理 

○保護者引渡し時の「情報・連絡班」

の電話・ＭＣＡ無線対応への応援 
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２ 広域避難場所 

  学校施設の被害が激しかったり、地震による火災が発生したりし、一次避難所としての機能を

有さないと判断した場合は、荒川区地域防災計画に従い、広域避難場所に指定されている「汐入

公園」に避難する。 

  なお、この避難行動は、本校への爆破予告がされた場合など、本校にいること自体が危険な場

合にも適用する。 

 

３ 震災時における学校の対応の方針 

  荒川区では、荒川区で観測された震度を基準としている。そこで、学校においては、「生徒在

校時」と「夜間・休日」に分け、それぞれ「荒川区で観測された震度」を基準に対応の方針を定

めた。   

（１）生徒在校時 

荒川区で観測

された震度 

管理職 

一部、情報・連絡班 
教職員 生徒の動き 

震度４ ○必要に応じて関係

機関へ状況を報告

する。 

○発災瞬間の生徒への指示 

○管理職からの指示による生徒の

避難誘導、点呼 

【施設・初期消火班】 

・取り残された生徒の救出 

・施設内・近隣の状況確認 

・初期消火 

【情報・連絡班】 

 ・施設・初期消火班からの情報収 

  集 

・地震に関する情報収集と管理職

への報告 

・交通機関運行状況の確認 

○（教員の指示に

従い）最初の避

難行動をとる。 

○非難の指示があ

った場合は、教

員の誘導で第一

次避難場所に避

難する。 

○安全確認後、通

常授業 

震度５弱 ○震度４対応までは

同様 

○震度５弱以下の余

震が続く場合、気象

庁から、今後も予断

を許さない等の見

解が示された場合

は、学校災害対策本

部を設置する。 

○震度４対応までは同様 

○学校対策本部が設置された場合

は、放課後の活動は取りやめ、地

区別集団引率下校とする。 

【情報・連絡班】 

・対応内容をスクリレ・ＨＰで発

信 

○別途、地区別集団引率下校マニュ

アルにより、生徒を引率する。 

○震度４対応まで

は同様 

○学校対策本部が

設置された場合

は、教員の指示

に従って地区別

集団引率下校 

震度５強以上 

（施設内の安全

が確認されてい

ることを想定し

○学校災害対策本部

を設置する。 

○教育活動すべてを

○震度４対応までは同様 

 

 

○震度４対応の通

常授業前までは

同様 
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ているが、施設

内が危険な場合

は校庭か汐入公

園で引渡しを行

う） 

打ち切り。保護者引

渡しの指示を出す。 

○関係機関へ施設・近

隣の被害状況と、本

校の今後の対応方

針を連絡する。 

○全校生徒に、学校再

開の連絡があるま

では、学校は臨時休

業になることを伝

える。 

 

 

 

 

 

 

○２１ページ以降の「１ 学校にお

ける保護者への引渡し」に移行す

る。 

○施設内が安全な

場合は各教室

で、今後の引渡

し計画に関する

指示を聞く。 

 

（２）夜間・休日等の参集体制 

荒川区で観測

された震度 
管理職 教職員 参集後の業務 

震度４ ○教職員や区民からの情

報で、対応が必要と判

断した場合は学校に参

集し必要な対応をと

る。 

  

震度５弱 ○震度４対応と同じだ

が、必要な対応をとる

場合は、学校災害対策

本部を設置する。 

○学校対策本部を設置し

た場合は、その旨を全

教職員に通知する。 

○学校災害対策本部が設

置された場合は担当の

教職員は参集する。 

○学校対策本部が設置さ

れた場合は、徒歩・自

転車等で３０分以内の

教職員は参集する。 

○本部が必要とする対応

に従事する。 

震度５強以上 ○学校災害対策本部を設

置する。 

○生徒・教職員の安否、

施設・近隣の被害状況

について関係機関に連

絡する。 

○荒川区が震度５強の地

震を観測したという情

報を速やかに入手し、

全員学校に参集する。 

○参集する際、それぞれ

の交通経路上の被害状

況を見てくる。 

○学校参集の区役所職員

と連携して従事する。 

○災害・施設内・近隣・

交通機関運行状況など

の情報収集 

○スクリレによるアンケ

ート、電話連絡、ＨＰ

上における保護者への

依頼などにより、生徒

の安否・所在を確認す

る。 

○避難所運営がされてい
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た場合は支援活動を行

う。 

 

４ 教職員の緊急連絡体制 

  緊急連絡網は年度当初に別途定めて、教職員に周知しておく。 

  また、休日・夜間の管理職から教職員全体への連絡事項はスクリレにて行う。 

なお、参集指示があるにもかかわらず参集できない場合で、通信状況が悪くなっている状況の

ときは、災害伝言ダイヤル１７１、各携帯電話会社の災害伝言版を活用し、各自の安否・所在等

について学校災害対策本部に連絡する。 

 

５ 生徒の保護者への引渡しについて 

  中学生は、家族の一員として一定の役割を果たせるようになり、家庭によっては災害時に家庭

にいてもらうことにより頼りになる存在ではあるかもしれない。しかし、保護が必要な未成年で

ある以上、学校としては安全確保を第一に考えなければならない。 

  荒川区では、荒川区が観測した震度が５強以上の場合は、生徒を保護者へ引き渡すこととなっ

ている。 

  よって、年度の最初に、「生徒理解・保護者引渡しのための資料」として、過去の「生徒理解

カード」「生徒防災カード」の内容を一体化したカードを、保護者に記載して提出してもらう。

そして、生徒の保護者引渡しの際は、そのカードをもとに、確実に保護者に引き渡す。 

  なお、荒川区立学校園間は、非常時でもＭＣＡ無線により連絡が取れることから、姉妹・兄弟

関係の情報についても収集しておくことにより、保護者から荒川区立学校園に在籍している姉

妹・兄弟の状況の問い合わせに対応したり、保護者からの学校への連絡を姉妹・兄弟が在籍して

いる荒川区立学校園と共有したりすることができる。 

  保護者がカードに記載する必要事項は以下のとおりであり、令和３年度からは次ページの様式

を使用する。 

○生徒に関すること 

   生徒名、現住所、生年月日、電話番号、健康面 

○保護者に関すること 

   保護者名、続柄、緊急連絡先 

 ○姉妹・兄弟 

   本校に在籍している姉妹・兄弟を含め、荒川区立保育園・幼稚園・こども園、小学校に在籍

している姉妹・兄弟の氏名・学年（○年及び○歳児等）・学級（○組及びぞう組等） 

○保護者以外の緊急時引き取り者が引き取りに来る可能性がある場合 

   氏名、当該生徒との続柄、住所、電話番号 

 ◯裏面に自宅から第三中学校までの略図 
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○秘   生徒理解・保護者引渡しのための資料 

  年  組  番                     年  月  日現在 

フリガナ  性別 生年月日 

生徒名 
 

 平成  年   月   日生 

現住所 
 

自宅電話 
 

フリガナ  生徒との関係 緊急連絡先  【続柄】 

保護者名 

  （   ）   【  】 

（   ）   【  】 

健康面で学校に知

らせておきたいこ

と 

 

家
族 

氏名 生徒との関係 
兄弟の 

荒川区立学校園名 

年 組 

（歳児） 

保護者の方からの希

望・願い 

     

    

    

    

    

保
護
者
以
外
の
緊
急
時
引
渡
し
者 

フリガナ  生徒との関係 
住所 
連絡先 

 
 
   （    ） 氏名 

  

フリガナ  生徒との関係 
住所 
連絡先 

 
 
   （    ） 氏名 

  

フリガナ  生徒との関係 
住所 
連絡先 

 
 
   （    ） 氏名 

  

（学校から家までの略図） 

※裏面の地図の範囲外にお住まいの方は、こちらに略図を記入していただき、範囲内の場合

は、裏面の地図にご記入ください。 
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６ 安全点検 

（１）点検の種類 

安全点検の種類 時間・方法 対象 

定期の安全点検 
毎学期１回以上、教職員全員で実施す

る 

生徒が使用する施設・設備及び防火、

防災、防犯に関する設備などについて 

臨時の安全点検 

運動会・輝汐祭などの学校行事の前後、 

暴風雨、地震、近隣火災などの災害時、 

近隣で危害を受ける恐れのある犯罪発

生時 

必要に応じて点検項目を設定 

日常の安全点検 毎授業日ごと 
生徒が活動する頻度が高いと思われる

箇所について 

 

（２）定期の安全点検項目 

安全点検チェックリスト 

 記入者名  
点 検 日  
点検個所  

点検項目 点検結果 特記事項 

天井 

天井 天井材に破損等の異常は見当たらないか Ａ Ｂ Ｃ  

照明器具 

照明器具 照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか   

窓・ガラス 

窓ガラス 窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか   

窓ガラス周辺 衝突の可能性のあるものを周辺に置いていないか   

建具 変形（たわみ）、腐食、がたつきは見当たらないか   

クレセント 開閉可能な窓のクレセントはかかっているか   

外壁（外装材） 

外壁 外壁にひび割れ等の異常は見当たらないか   

内壁（内装材） 

内壁 外壁にひび割れ等の異常は見当たらないか   

設備機器 

放送機器 取付金具に腐食、破損等は見当たらないか   

体育器具 本体の傾きや取付金具の腐食・破損等は見当たらないか   

空調室内機 
取付金具の一部が取れていたり、傾いたりしていないか 

  

空調室外機   

テレビなど 

テレビ 移動・転倒防止対策を講じているか   

パソコン パソコン及び周辺機器の転倒・落下防止対策を講じているか    

収納棚 

書籍・ロッカー 取付金具等で壁や床に固定しているか   

棚の積載物 書棚等の上に重量物を置いていないか   

薬品庫 移動・転倒防止対策を講じているか   

薬品庫の収納物 容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか   

ピアノなど 

ピアノ 
滑り、転倒・落下防止対策を講じているか 

  

大型楽器   

 

 

 

Ａ：異常は見られない、または対策済み 
Ｂ：異常かどうか判断がつかない 
Ｃ：明らかな異常がみられる 
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７ 避難訓練・防災訓練計画 

 

月 日 曜 内容 想定 備考 

４ ２４ 水 避難経路の確認 火災  

５ １０ 金 地域班編制・集団下校説明 風水害 放課後 

６ １４ 金 集団下校訓練 風水害 放課後 

７ ２ 火 避難行動 火災 放課後 

９ ２ 月 荒川区総合防災訓練 地震 
近隣小学校・こども園と合同の 

保護者引渡し訓練 

１０ ２２ 火 避難行動 火災 休み時間 

１１ ２５ 月 避難行動 地震 休み時間 

１２ １６ 月 避難行動 地震 授業中 

１ ３０ 木 避難行動 地震 授業中 

２ １８ 火 避難行動 火災 予告なし 

３ １０ 月 避難行動 地震 授業中 

※年度当初の計画案であり、社会事情・生徒の実態に応じて柔軟に変更する。 
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Ⅱ 発災時の危機管理（命を守る） 

１ 震災が発生した場合の対応の流れ 

  教職員は、学校防災計画の役割分担を基本としながらも、災害が発生したその瞬間は、目の前

にある緊急事態への対応を最優先するなど、時と場に応じた行動をとり、生徒の安全確保に万全

を期する。地震の場合、最初の揺れが収まって、校庭等に生徒を避難させたうえで、その後、以

下の流れを基本として対応していく。 

（１）逃げ遅れている生徒の救出及び施設の安全確認 

「施設・初期消火班」は施設内に入って、逃げ遅れている生徒の有無、火災の発生の有無、

施設の破損状況を調べる。 

   もし逃げ遅れていて負傷している生徒がいた場合は、すぐに「情報・連絡班」に報告し、「救

護班」は救護活動に当たる。 

   また、火災が発生していた場合は、すぐに初期消火に当たり鎮火を確認する。 

   施設内に生徒を入れても大丈夫な状況が確認できた場合は、「情報・連絡班」にその旨を連

絡する。 

（２）速報の入手 

「情報・連絡班」の一人は校舎内に入って、テレビ・インターネット等により以下の情報を

入手し、「生徒対応班」へ、メモにして伝達する。 

   ①震源地  ②震源の深さ  ③地震の大きさ  ④各地の震度  ⑤注意報・警報 

   ここで、荒川区が観測した震度が５強だった場合は、生徒の保護者引渡しの対応に移行する。

また、荒川区が観測した震度が５弱でも、気象庁からの注意喚起等の内容により地区別集団引

率下校となることもある。 

（３）情報の伝達及び施設内避難指示 

   「生徒対応班」は「情報・連絡班」から渡されたメモにより、地震に関するその時点での正

しい情報を生徒に伝達するとともに、荒川区が観測した震度が５強・５弱だった場合は、今後

想定される流れを説明し、施設内で待機することを指示する。なお、待機場所は原則各教室と

するが、施設内の被害状況や生徒の精神状態により、「生徒対応班」と「情報・連絡班」の協

議により決定する。 

   もし、施設内の被害が激しかったり、地震による出火が発生したりしているなど、施設内に

入れず、広域避難場所「汐入公園」への避難を決定した場合は、次ページ「（８）搬出活動」

及び１６ページの「（５）広域避難場所（汐入公園）へ避難する際」の対応となる。 

（４）近隣の被害状況・生徒情報収集 

   震度５強など、揺れが激しかった場合、「施設・初期消火班」は近隣を視察し、建物の崩壊

や火災の発生状況を、「救護班」は近隣の医療機関の被害状況を、「生徒対応班」は生徒たちの

身体的・精神的に受けた被害の状況を調査し、「情報・連絡班」に報告する。 

（５）情報発信 

   震度５強など、揺れが激しかった場合、「情報・連絡班」はスクリレ・ＨＰにより、本校及

び近隣の被害状況及び生徒の安否、考えられる今後の流れについて簡潔に発信する。 

（６）生徒の保護者への引渡し 

   荒川区で観測された震度が５強だった場合、学校から「生徒の保護者への引渡し」連絡をし
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て、保護者もしくは事前に保護者から指定のあった「保護者以外の緊急時引き取り者」が生徒

を引き取りに来た際は、２１ページの「１ 学校における保護者への引渡し」に従って、確実

に保護者もしくは保護者以外の緊急時引き取り者に引き渡す（「生徒対応班」「施設・初期消火

班」「救護班」が対応する。）。 

（７）避難所運営支援 

   生徒を保護者に引き渡している段階で、区対策本部からの指示により、本校が避難所として

開設することとなった場合は、２７ページの「２ 避難所運営支援」に定めてあるとおり、保

護者への引渡しを優先し、一学年一教室に収まる程度まで縮小された段階から、避難所開設支

援の初期対応を行っていく。 

（８）搬出活動 

   広域避難所「汐入公園」への避難を開始すると決定した場合は、「持出品搬出班」は「施設・

初期消火班」の誘導により施設内に入り、重要書類等を持ち出してくる。 

最も重要なのは生徒名簿であり、「生徒理解・保護者引渡しのための資料」のほかに、点呼

をとる機会が多くなることから出席簿等があることが大変有効とされている。学級ごとの名簿

を取り出す時間がない場合は、教員間で事務処理上使用している学年名簿でも構わない。 

ただし、施設内に入ること自体が不可能な場合は、本部長の権限で重要書類等の持出しは断

念する。 

 

２ 教育活動の続行、下校方法、保護者への引渡しの判断（５・６ページの内容を再掲） 

  荒川区で観測された震度を基準に判断する。 

荒川区で観測された震度 教育活動・下校方法・保護者への引き渡し 

震度４ ○通常通りの教育活動及び下校 

震度５弱 

○震度５弱以下の余震が続く場合、あるいは気象庁から今後も予断を

許さない等の見解が示された場合は、集団地区別に引率して下校 

○上記のような心配がない場合は、通常通りの教育活動及び下校 

震度５強 ○保護者への引渡し 

 

３ 地震発生時の避難行動と教職員の対応 

  「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」場所を見付けて身を寄せる 

（１）校舎内 

時間の経過（状況等） 教職員の対応 生徒の行動等 

○突然震度５強以上の地震が

発生し大きく揺れる（緊急地

震速報システムが作動する

が首都直下地震では揺れに

間に合わない場合がある） 

・地震による揺れが強いため、

立つことも歩くこともでき

ない。 

○的確な指示で安心させる声

掛けをする。 

 

 

 

 

＜教室＞ 

「机の下にもぐれ！」 

○「落ちてこない、倒れてこな

い、移動してこない」場所で

身を守る。 

 

 

 

 

・机の下にもぐり、対角線に机
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・この強い揺れは十秒から数十

秒続く。 

・蛍光灯、窓ガラスなど、非常

に多くのものが落下する。 

 

 

 

 

○生徒の状況 

・不安や恐怖に襲われ、泣く、

叫ぶ等の反応が起こり、周囲

の生徒にも恐怖感が及んで

いく。 

・混乱のあまり、外に飛び出そ

うとする。 

・恐怖のため、動けなくなる。 

 

「机の脚を持て！」 

「頭を守れ！」 

「大丈夫、あわてるな！」 

 

＜体育館、校庭、廊下・階段・

玄関等＞ 

「しゃがめ！」 

「腹ばいになれ！」 

「頭を守れ！」 

「手すりを持て！」 

「外に出るな！」 

「窓から離れろ！」 

「大丈夫、あわてるな！」 

 

の脚をつかみ、頭は窓や壁と

反対側に向けて身を守る。 

・近くにある物で頭を守る。 

 

・その場で頭を保護してしゃが

む。 

・階段の場合は腹ばいになった

り手すりにつかまったりし

て転落しないようにする。 

・玄関の場合はあわてて外に出

ない。 

・緊急地震速報システムが作動

した場合は、わずか数秒でで

きることをやる。 

※教職員がいない場合でも、適

切な行動がとれるよう、避難

訓練の際に、安全に行動でき

る能力を培う。 

 

（２）校庭等へ避難する際 

時間の経過（状況等） 教職員の対応 生徒の行動等 

○主要震動終了 

・大きな揺れが収まる。 

・ガラスの破片が飛び散ってい

たり、転倒物・落下物が転が

っていたりする。 

 

 

○生徒の状況 

・揺れが収まっても、まだ揺れ

ているのではないかなどの

強い不安がある。 

・一瞬に変わり果てた学校の様

子を見て、再び恐怖に襲われ

る。 

・泣いている生徒、叫び続けて

いる生徒がいて、周りの生徒

の不安も助長される。 

 

○二次被害を防ぐための行動

を迅速に行う。 

○落ち着いた声で、一つ一つ的

確で端的な指示をする。 

 

 

＜教室＞ 

○教職員がするか、生徒に指示

をする 

・火を消す。 

・コンセントを抜いたりガス

の元栓を閉めたりする。 

○負傷者の有無を確認する。 

○負傷者がいた場合は応急手

当てをする。 

○ドアや窓付近の落下物等危

険物を退け、脱出口を確保す

る。 

○その場にいる教職員、もしく

は主要震動終了後に駆けつ

ける教職員の指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○上履きのまま、カバン等で頭

を保護し、校庭への避難に備

える。 

○自力で避難できない友達に
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○本震が終わっても、間もなく

大きな余震が、次々と起こる

ことが予想される。 

○避難の際、廊下・階段等はガ

ラスの破片が飛び散ってい

たり、転倒物・落下物が転が

っていたりし、危険な状態で

ある。場所によっては、生徒

に通行させられない箇所も

ある。 

○カバン等で頭を保護するよ

う指示する。 

○自力で避難できない生徒の

支援をする。 

○校庭に避難する。 

 

 

 

 

 

＜体育館、校庭、廊下・階段・

玄関等＞ 

○授業中で教職員がいる場合

は上記と同様の対応をとる。 

○休み時間の場合は、担任は学

年の階、副担任は廊下・階段

等に分担して直行し、上記と

同様の対応をとる。 

○放課後の場合は、部の顧問は

活動場所の生徒を、それ以外

の教員は廊下・階段等に分担

して直行し、上記と同様の対

応をとる。 

 

＜避難行動時のルール＞ 

○負傷者、心身に障がいのある

生徒の保護優先 

○火災場所近く、上層階の生徒

の避難優先 

○授業中以外の時は、「施設・

初期消火班」は、なるべく生

徒の最後尾で校庭へ避難 

○各班の役割に沿った対応 

○特に「施設・初期消火班」に

よる施設内の点検、その後の

近隣の状況の点検、「救護班」

による近隣の医療機関の状

況把握 

も気を配る。 

 

 

 

○校庭への避難開始 

・「お」：押すな 

・「か」：かけるな 

・「し」：しゃべるな 

・「も」：戻るな 

○点呼を受ける。 

 

 

 

 

※教職員がいない場合でも、適

切な行動がとれるよう、避難

訓練の際に、安全に行動でき

る能力を培う。 
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（３）登下校時に発災した場合 

時間の経過（状況等） 教職員の対応 生徒の行動等 

○突然震度５強以上の地震が

発生し大きく揺れる 

・立つことも歩くこともできな

い。 

・それぞれのマンションの揺れ

が目で見て分かるとともに、

塀や電柱が倒れ、屋根のかわ

らやガラスの破片が落ちて

くる。 

・この強い揺れは十秒から数十

秒続く。 

 

○主要震動終了 

・大きな揺れが収まる。 

・ガラスの破片が飛び散ってい

たり、塀が倒れていたり、瓦

が落ちていたりする。 

・家屋が倒壊しており、いつも

見ている景色とは全く異な

る。 

・負傷者が倒れていたりする。 

 

○大きな揺れと変わり果てた

景色で生徒の心が動揺して

いる。 

 

○本震が終わっても、間もなく

大きな余震が、次々と起こる

ことが予想される。 

○校内にいる生徒に対しては、

休み時間、部活動時と同様の

対応をとる。 

○出勤途中の場合は、学校に出

勤後、途中で知り得た交通機

関や被害の情報を「情報・連

絡班」に報告する。 

 

 

 

 

 

○学校に集まった生徒の点呼

をとる。 

◯登下校中から学校に集まっ

た生徒から、途中で知り得た

情報を聞き取り、「情報・連

絡班」に報告する。 

○学校にいない生徒の安否を

確認する。 

・スクリレ 

・電話 

・家庭訪問 

・ＨＰで学校への連絡依頼 

 

 

 

 

 

○「情報・連絡班」は学校に避

難してきている生徒がいる

こと、また教職員・生徒から

聞き取った学校周辺の様子

をスクリレ・ＨＰで情報発信

する。 

○「落ちてこない、倒れてこな

い、移動してこない」場所を

見つけて身を寄せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大きな揺れが収まったら、学

校、自宅のいずれか近い方に

避難する。 

・垂れ下がった電線に近づかな

い。 

・倒れかかっている壁の横を通

らない。 

・傾いている家屋のそばを通ら

ない。 

 

○自分が負傷した場合、大きな

声を出して助けを求める。 

 

※自分の身の安全は自分の判

断で守ることができるよう

避難訓練の際に、安全に行動

できる能力を培う。 
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（４）校外活動中に発災した際 

○発災直後の生徒各自の行動は同じ。 

○揺れが収まったら、実地踏査で確認した一時集合場所、避難所に避難する。 

○宿泊施設で発災した場合は、施設の管理者の指示に従う。 

○教職員は、生徒の安全確保ができ次第、学校に現状報告を行う。 

○宿泊を伴わない校外活動で、身動きが取れない状況に陥った場合は、宿泊等の対策を講じ、その

旨を学校に連絡する。連絡を受けた学校では、荒川区における地震発生の有無にかかわらず、校

外活動中の生徒の状況等を、電話連絡・スクリレ・ＨＰで保護者へ速やかに連絡する。 

○荒川区の被害も大きい場合は、荒川区の被害状況・校外学習場所の被害状況それぞれを十分に把

握したうえで、帰校の時期・手段等について協議のうえ決定し、決定事項については「情報・連

絡班」がスクリレ・ＨＰで保護者に連絡する。 

 

（５）広域避難場所（汐入公園）へ避難する際 

時間の経過（状況等） 教職員の対応 生徒の行動等 

○校舎の破損が激しかったり、

火災等の二次災害を受けた

りして学校が危険にさらさ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難（移動）の際の注意事項

を指導する。 

・デマに惑わされて自己中心的

な行動に走ったり、地震に対

する恐怖心からパニックに

陥ったりしないようにする

ため、教職員の指示に従うこ

とを徹底する。 

・自分勝手な言動を慎み、集

団・隊列から離れないなどの

指示をする。 

○歩行困難な状況に陥ってい

る生徒の実情に合わせて教

職員が補助するか、生徒の中

で介添者を決め、生徒同士の

助け合いにより避難できる

ように指導する。 

○責任者 

・全体（校長）、学年（学年主

任）、学級（学級担任） 

○避難集団の編成 

・学級単位で編成し、学校集団

の先頭は副校長、学級集団の

最後尾は学級担任とし、校長

は学校集団の最後尾につく。 

○校庭などの集合場所におい

て指導を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○共助の精神で、みんなでかば

い助け合う。 
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○普段見ていた景色と全く異

なる。 

・負傷した人などがいる。 

・家屋の倒壊や火災、切れた電

線が垂れ下がっている。 

・道路は陥没、自動車火災など

により、いたるところで通行

止めや大渋滞が起きている。 

・幹線道路にかかっている歩道

橋が落下していることもあ

る。 

○移動中にも大きな余震があ

る。 

○広域避難場所への避難開始 

・保護者・地域等に知らせるた

め、校門などに避難先を掲示

する。 

・避難誘導する前に、生徒の人

員を点呼し全教職員に周知

する。 

・広域避難場所に到着した段階

で再度点呼する。 

○頭部を保護しながら行動す

る。 

○避難途中に負傷した人など

がいたら、みんなでかばい、

助け合う。 

 

 

○広域避難場所に到着したら 

・学年、学級ごとに整列し点呼

を受ける。 

・腰を下ろして、低い姿勢で待

機する。 

・次の指示を待つ。 

 

４ 地震発生時の生徒への安全指導の例 

（１）授業中＜普通教室＞ 

発
生
時
の
第
一
行
動 

○騒がないこと。 

○慌てて教室外に飛び出さないこと。 

○窓や窓際から離れること。 

○机等の下にもぐること。 

○かばん、厚めの冊子等で頭部を守ること。 

○火は、消火できる場合は素早く処理するが、できない場合は揺れが小さくなってから消火

すること。 

避
難
行
動 

○指示があってから避難を開始すること。 

○静かに迅速に整列すること。 

○４つの約束を守り、素早く行動すること。 

 ・押すな ・かけるな ・しゃべるな ・戻るな 

○決められた場所に整列して集合すること。 

教
職
員
の
指
示
と
行
動 

○どのような行動をするのか大声で明確に指示する。 

○机が揺れによって移動するので、机の下にもぐらせ机の脚をしっかりと持たせる。 

○指示例 

 ・「大丈夫、この校舎は崩れない」  ・「静かにして落ち着け」  ・「外に出るな」 

 ・「机の下にもぐれ」  ・「かばんで頭を守れ」  ・「机の脚を両手でしっかり持て」 

 ・「頭を下げてじっとしていろ」  ・「揺れが収まるまで頭を出すな」 

 ・「大丈夫だ。心配するな。落ち着け。」 ・「そのままじっとがまんしろ」 

○窓際から離れさせ、頭部を反対方向に向かせる。 

○揺れが収まったら、出入口を確保する。 

○生徒が突発的に外に飛び出すことのないように十分に注意する（熊本地震のとき、何人も

の大人がオフィス街でビルから外に飛び出していく映像が流された）。 
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（２）授業中＜特別教室＞ 

教
職
員
の
指
示
と
行
動 

○普通教室と基本的に同じであるが、机の形、広さ、器具等の設置や使用等の状況に応じて、

迅速に安全確保の指示ができるように日頃から心構えをしておく。 

・実験や実習などで火気を使用している場合、なるべく早く消火させる（する）。 

・実験や実習などで機械、道具や器具を使用している場合、なるべく早く作動を停止させた

り、使用を中止させたりする。 

○使用している可動器具などが、大きな揺れで移動することを想定する。 

○生徒が自分勝手な行動をとらないよう行動の掌握に努める。 

 

（３）授業中＜体育館・プール・校庭等＞ 

教
職
員
の
指
示
と
行
動 

○普通教室と基本的に同じであるが、活発な行動をしていることが多かったり、空間が広か

ったりする特徴があることから、瞬時に生徒全員を教員の身近に集合させ、教員に注目さ

せる必要があることを日頃から心構えをしておく。 

・大声で指示の徹底を図る。 

・パニックになったことにより、騒いだり、走り回ったりさせない。 

・避難行動させる場合は、広い空間から狭い空間に移動することになるので、出入口などで

押し合ったりすることのないよう、順序を明確に指示する。 

・使用している可動器具などが、大きな揺れで移動することを想定する。 

・プールに入水中は、ただちに水中から上げる。生徒は裸足であることを常に念頭に置く。 

・プールの水が大きく揺れてあふれたりするが、想定の範囲内であり、そのこと自体に対し

て恐れる必要はないことを指示する。 

 「水があふれて当然だ」「水をかぶっても大丈夫だ」 

○最初の避難行動でけがをする生徒が出てくることを想定する。 

○見学生徒なども含めて、人員の掌握に努める。 

 

（４）校外活動中 

教
職
員
の
指
示
と
行
動 

○建物外側の壁の落下、ブロック塀や石垣の倒壊、道路の地割れ、地面の液状化を注意し、

広い場所に移動し、生徒の心の動揺を抑える。 

 「ここなら安全だ」「ここから動くな」 

○海岸や川の河口付近にいる場合は津波の恐れがあるため、事前に調査している高台など、

安全な場所に避難する。 

○山間部にいる場合は山崩れやがけ崩れが起こる可能性があるので、事前に調査している安

全な場所に避難する。 

○許可を得て、最寄りの学校や公共施設に避難する。 

○人員の掌握に努め、移動するごとに点呼をとる。 

○携帯ラジオ、ワンセグ、防災アプリ、ウェブなどで正確な情報収集に努める。 

○学校（東京都荒川区）が被災しているかどうかは、今後の行動を決定する際の重要な要件

になるので速やかに把握する。 

○安全な場所に避難した段階で学校に第一報を入れるとともに、その後コースを変更したり、

帰校予定時刻の目途が立ったり、渋滞により大幅に遅れたりした場合など、随時学校に連

絡を入れる。 

○現地の被災が激しく、帰校困難な場合は、現地の自治体や警察・消防の指示に従うととも

に宿泊等の対策を講じ、学校に連絡する。 
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５ 「南海トラフ地震に関連する情報」に対する対応 

  平成２９年１１月以降、気象庁は、これまでの東海地震のみに着目した情報（東海地震に関連

する情報）の発表は行わないこととし、政府による新たな防災対応が定められるまでの当面の間、

「南海トラフ地震に関連する情報」を発表することとした。 

  このことにより、かつての東海地震「警戒宣言」発表による、「全校一斉臨時休業・学校災害

対策本部の設置」はなくなった代わりに、「南海トラフ地震に関連する情報」による対応が必要

となった。 

（１）「南海トラフ地震に関連する情報」について 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震に関

連する情報（臨時） 

【条件①】南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海

トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、

または調査を継続している場合 

【条件②】観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模

な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された

場合 

【条件③】南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高

まった状態ではなくなったと評価された場合 

南海トラフ地震に関

連する情報（定例） 

「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合において評

価した調査結果を発表する場合 

 

（２）「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）が発表された場合 

情報発表条件 対応 

【条件①】（調査を開

始）の場合 

○通常どおり 

○情報の収集 

○一次避難所開設に向けて施設の点検等の準備 

○夜間・休日等の場合、教職員の参集は無し 

【条件②】（地震発生

の可能性が相対的に

高まった）の場合 

○原則、通常どおり。ただし、情報共有や状況確認を行う可能性があ

るため、連絡体制を確保 

○荒川区教育委員会から「全校一斉臨時休業」の指示があった場合は

「（３）荒川区教育委員会から『全校一斉臨時休業』の指示があっ

た場合」の対応をとる。 

【条件③】（地震発生

の可能性が相対的に

高まった状態ではな

くなった）の場合 

○【条件②】の警戒体制を解除する。 

 

（３）荒川区教育委員会から「全校一斉臨時休業」の指示があった場合 

  ① 生徒が在校中の場合の在校生徒への対応 

    教育委員会が判断した情報の切迫度、地域等の危険度等により、「地区別集団引率下校」

もしくは「保護者引渡し」いずれかの判断をし、スクリレ・ＨＰで保護者に連絡をする。 

  ② 生徒が在校していない場合（夜間・休日・放課後等）の対応 

    スクリレ・ＨＰにて「翌日の臨時休業」の連絡をする。 
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  ③ 校外学習時の対応 

   ○荒川区の「南海トラフ地震に関連する情報」（臨時）に対する対応方針を踏まえるととも

に、その場の安全性について情報を収集したうえで、その場にとどまるか避難行動をする

かを判断する。 

   ○荒川区教育委員会が全校一斉臨時休業の指示があるほど警戒レベルが高い場合で、宿泊を

伴わず、都内や隣接県に校外学習で出かけている場合は、原則として即時帰校の措置をと

り、帰校後、他の生徒と同様の対応をとる。ただし、交通機関の運行や道路の状況によっ

て帰校することが危険もしくは困難と判断される場合、また帰校中に災害に巻き込まれる

可能性が高い場合は、現地の官公庁と連絡をとり安全な施設に避難する。その場合は、そ

の旨を学校に報告し、報告を受けた学校は「情報・連絡班」が校外学習に出ている生徒た

ちの状況について、スクリレ・ＨＰで保護者に連絡をする。 
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Ⅲ 事後の危機管理（立て直す） 

１ 学校における保護者への引渡し 

  全校生徒がいる場合、生徒の保護者への引渡し場所は、各教室で行うことを基本とする。 

  ただし、施設内に入れず校庭で引き渡す場合は、「各教室で引き渡す場合」の流れを準用する。 

  また、放課後の特定の生徒だけが活動している場合や、週休日・長期休業中等の部活動中の場

合など、在校している生徒が少数の場合は、体育館に集合させて保護者への引渡しを行う。 

（１）全校生徒が在校していて各教室で引き渡す場合 

流れ 教職員の行動 生徒の行動 保護者等の行動 

発災 

発災後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引渡し開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示 

・１２ページ以降の「３ 

地震発生時の避難行動

と教職員の対応」を参

照 

○「情報・連絡班」は学

校・近隣の状況ととも

に、引渡し場所が各教

室であることについて

スクリレ・ＨＰにて連

絡 

○引渡し場所が教室であ

ることを生徒に指示

し、移動させ待機させ

る。 

○「生徒対応班」は、引

渡し場所へ「生徒理

解・保護者引渡しのた

めの資料」を持って行

き待機する。 

○「生徒対応班」、応援の

「施設・初期消火班」

「救護班」で役割分担

を行う。 

・玄関で保護者に引渡し

場所の階を案内する担

当 

「１年生は３階、２年

生は・・・です」 

・フロアで各教室を案内

する担当 

○避難行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指示された引渡し場所

（教室）に移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スクリレ・ＨＰで引渡

し場所を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保護者もしくは「保護

者以外の緊急時引き取

り者」が来校 
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「手前からＡ・Ｂ・・・

となっています」 

・「生徒理解・保護者引渡

しのための資料」を持

っている教員が各教室

前で保護者等対応 

「引き取り者と引き取

り生徒のお名前、そし

て続柄を教えてくださ

い」 

⇒事前に登録された方

であることを確認でき

たら本人を呼んで引き

渡す 

⇒保護者でも面識がな

い、あるいは顔を覚え

ていない場合は、「すみ

ません。（まだ）保護者

様全員のお顔を覚えて

いないので、生徒本人

に確認させてもらいま

す」 

⇒生徒本人に、「お父さ

んで間違えないです

ね」と確認して引き渡

す 

⇒「保護者以外の緊急

時引き取り者」の場合

は、「恐れ入りますが身

分証明書はお持ちです

か」と本人確認を行う 

⇒緊急時で、持ってい

ない場合が十分考えら

れるので、その場合は

生徒本人を呼んで、「○

○さん、この方のお名

前と関係を教えてくだ

さい」と聞いて、確認

が取れたら引き渡す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教員に呼ばれるまで静

かに待つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「はい」などと回答す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「○○○○といって私

の叔父です」などと回

答する。 

 

 

 

 

 

 

 

○教員に名前や続柄など

を尋ねられ回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身分証明書があれば提

示する。 

 

 

 

○身分証明書がない場合

は、生徒に確認される

のを待つ。 
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引き渡し終了

もしくは進捗

状況の情報発

信 

 

・保護者等の渋滞が発生

している学級の生徒を

呼ぶ、もしくは渋滞し

ている保護者等へ説明

する担当 

「お待たせしてすみま

せん。一人一人ご本人

様であることを確認し

ながら引渡しを行って

おります」 

・スクールカウンセラー、

特別支援教育支援員・

補助員は精神的に動揺

している、もしくはパ

ニックに陥っている生

徒等への支援を行う。 

○残留生徒数が、各学年

概ね４０名を下回って

きたら全員Ａ組に集

め、スクリレ・ＨＰで、

その旨、保護者に通知

するとともに、「生徒対

応班」だけの対応に縮

小し、その他の「施設・

初期消火班」「救護班」

は避難所開設支援の初

期対応に備える。 

○全校で残留生徒が概ね

４０名を下回ったら、

全員２－Ａに集める。 

 

○一定の時間が過ぎ残留

生徒が限られてきたと

思われる段階で、本部

長の判断で、残留生徒

には備蓄品の食料・水

等を与える。そして、

残っている生徒を確実

に学校で保護している

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○余震の繰り返しで、お

びえている生徒がい

る。 

 

 

 

○各学年のＡ組に移動す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２－Ａに移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○間違えがなく確実な引

渡しに協力する。 
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ことをスクリレ・ＨＰ

で保護者に連絡し、引

渡しに来られていない

保護者に安心してもら

う。 

○生徒全員の保護者等へ

の引渡しが終了した場

合はスクリレ・ＨＰで

保護者に連絡する。 

 

 

 

 

※ 必ずしも担任が引渡しに従事するとは限らず、たとえ保護者の方であっても面識がないことが

予想されるので、保護者の方には失礼だが、確実な引渡しのため協力をお願いする。 

※ 保護者等も慌てて来校することから、必ずしも身分証明書を持参しているとは限らない。 

※ 中学生という発達段階から、生徒本人が「・・・である」と言ったことを信じて引き渡す。 

※ 区立学校園の姉妹・兄弟に関する情報で、当該学校園にとって必要と思われる情報は、「情報・

連絡班」がＭＣＡ無線で連絡する。 

 

（２）放課後・休日等、特定の生徒だけが在校していて体育館で引き渡す場合 

   在校している教職員も少数である可能性があり、管理職も不在の場合も考えられ、その場合

は在校している教職員で役割分担して保護者への引渡しを行う。 

流れ 教職員の行動 生徒の行動 保護者等の行動 

発災 

発災後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示 

・１２ページ以降の「３ 

地震発生時の避難行動

と教職員の対応」を参

照 

○震度５強以上の地震が

観測されているため、

全教職員は学校に参集

する。 

○施設内・近隣の状況の

点検については、最少

人数で対応し、近隣の

医療機関の状況はこの

後参集してくる教員に

任せる。 

○「情報・連絡班」もし

くは、スクリレ・ＨＰ

を操作できる教員は学

校・近隣の状況ととも

に、引渡し場所が体育

○避難行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スクリレ・ＨＰで引渡

し場所を確認する。 
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引渡し開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館であることについて

スクリレ・ＨＰにて連

絡する。 

○引渡し場所が体育館で

あることを生徒に指示

し、移動させ待機させ

る。 

○「生徒対応班」もしく

は顧問等の合同組織を

編成し、引渡し場所へ

残留している全ての生

徒が所属する学級の

「生徒理解・保護者引

渡しのための資料」を

持って行き待機する。 

○「生徒対応班」、応援の

「施設・初期消火班」

「救護班」、もしくは顧

問等の合同組織で役割

分担を行う。なお、参

集した教職員は、保護

者引渡しの業務の応援

をする。 

・玄関等に引渡し場所が

体育館である旨の立て

看板等を設置する 

・体育館に入ったところ

で保護者等の対応をす

る教員Ａ 

・「生徒理解・保護者引渡

しのための資料」で生

徒を検索する教員Ｂ 

・生徒を掌握していて生

徒に指示を出す教員Ｃ 

・体育館入口で保護者へ

状況説明する教員Ｄ 

 ⇒Ｄ：「一人一人対応い

たしますのでお並びに

なってお待ちくださ

い」「一人一人確認しな

 

 

 

○指示された引渡し場所

（体育館）に移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保護者もしくは「保護

者以外の緊急時引き取

り者」が来校 
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がら引渡しを行ってい

ます」「職員数が少な

く、お時間がかかるか

もしれませんがご協力

お願いいたします」な

どの案内をする 

⇒Ａ「引き取り者と引

き取り生徒の学年・学

級・（部）・お名前と続

柄を教えてください」 

⇒Ｂ：事前に登録され

た方であることを確認

できたらＣに合図する

⇒Ｃ：本人に体育館入

り口まで行くよう指示

をする 

⇒Ａ：保護者でも面識

がない、あるいは顔を

覚えていない場合は、

「すみません。（まだ）

保護者様全員のお顔を

覚えていないので、生

徒本人に確認させても

らいます」 

⇒Ｂ：Ｃに合図する 

⇒Ｃ：本人に体育館入

り口まで行くよう指示

をする 

⇒Ａ：生徒本人に、「お

父さんで間違えないで

すね」と確認して引き

渡す 

⇒Ａ：「保護者以外の緊

急時引き取り者」の場

合は、「恐れ入りますが

身分証明書はお持ちで

すか」と本人確認を行

う 

⇒Ｂ：緊急時で、持っ

ていない場合はＣに合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教員に呼ばれるまで静

かに待つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「はい」などと回答す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教員に名前や続柄など

を尋ねられ回答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身分証明書があれば提

示する。 
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引き渡し終了

もしくは進捗

状況の情報発

信 

 

図する 

⇒Ｃ：本人に体育館入

り口まで行くよう指示

をする 

⇒Ａ：「○○さん、この

方のお名前と関係を教

えてください」と聞い

て、確認が取れたら引

き渡す。 

・保護者等の渋滞が発生

している場合の説明 

⇒Ｄ：「お待たせしてす

みません。一人一人ご

本人様であることを確

認しながら引渡しを行

っております」 

 

○一定の時間が過ぎ残留

生徒が限られてきたと

思われる段階で、本部

長の判断で、残留生徒

には備蓄品の食料・水

等を与える。そして、

残っている生徒を確実

に学校で保護している

ことを、スクリレ・Ｈ

Ｐで保護者に連絡し、

引き取りに来られてい

ない保護者に安心して

もらう。 

○生徒全員の保護者等へ

の引渡しが終了した場

合はスクリレ・ＨＰで

保護者に連絡する。 

 

 

 

 

○「○○○○といって私

の叔父です」などと回

答する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身分証明書がない場合

は、生徒に確認される

のを待つ。 

 

 

 

 

○間違えがなく確実な引

渡しに協力する。 

 

 

 

※ ＢからＣへの合図は、ハンドサインも考えられるが、Ｃは生徒の掌握に集中していて伝わりに

くいことが考えられる。その場合、大きな声を出すよりも、ハンドマイク等で冷静な声かけをし

た方が良い。 

２ 避難所運営支援 

（１）避難所開設までの流れ 

  ① 区対策本部長（区長）は一次避難所開設の必要性があると認めたときは、施設の被害状況
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及び災害の規模を踏まえ、一部もしくは全ての避難所開設を指示する。 

  ② 発災後、一次避難所施設を所管する災対教育部（教育委員会事務局）は、所管施設の安全

確認及びその周辺の被災状況等の確認を行い、災対区民生活部（区民生活部）に報告する。 

  ③ 災対区民生活部長は、上記の報告に基づき、開設する避難所を決定する。 

  ④ 災対区民生活部は、速やかに避難所職員を選定・配置し、一次避難所を開設した後、避難

所運営委員会で定める、避難所運営マニュアルに則り避難者による運営の支援を行う。また、

同時に、学校長または教員、施設長等との連絡体制を構築する。 

  ⑤ 一次避難所配置職員は、一次避難所の開設状況を災対区民生活部に報告する。 

（２）一次避難所の運営の支援 

   避難所の運営にあたっては、「避難者自らが協力し合い自主的な運営を行う」ことが原則で

あるが、初動においては、区の職員や避難者だけではできないことも多いため、教職員が支援

を行う。その際、本校既存の班編制と避難所運営の役割分担を整合させながら支援を行い、避

難者の自主運営に移行させ、本校は、本校生徒の安否確認や心のケアに努め、３日後から１週

間後を目途に学校再開に向けた活動を行っていく。 

   なお、避難所開設初期の場合、東日本大震災のときの各避難所の教訓から、「避難所に入る

ときに必ず受付をすること」があげられている。パニック状態であっても、受付をして入所さ

せた避難所は、その後の被災者に関する問い合わせ、物資の量の回答、住区割当作成、日誌の

記入などすべての場合に受付名簿が有効活用された。 

逆に、受付名簿に書かせず、まずは入所させてしまった避難所では、その後、受付名簿を作

成しようとしても被災者が移動していたり、続々と入所してきているため、入所者数・入所世

帯数・入所者の住所等を把握することができず、避難所を回って家族を探している方への回答

ができなかったり、住区割当作成・災害対策本部への報告・必要物資の要請等、あらゆること

に支障をきたすことになった。 

これらのことから、避難所開設支援の初期対応として以下の３点が重要と考える。 

  ① 確実に受付をしてから入所してもらう。 

  ② 使用箇所・立入禁止区域・避難行動要支援者使用教室の表示をしておく。 

  ③ 冬季の場合は毛布、避難行動要支援者用の畳・マット・車いすなどを用意しておく。 

（３）避難所運営の役割分担と本校既存の班編制の整合 

  ① 区が示す「避難所運営委員会の役割分担（例）」 

役割分担 主な活動内容 担当者氏名記載欄 

学校災害対策本部 ・教職員の役割分担を生徒の安全・安心確保から学校避

難所開設に向けて再編成 

正：校長 

副：副校長 

班員 

総務・情報担当 

 

・立入禁止区域の設定・表示 

・避難者受入場所の開放・表示 

・避難所支援班の全体調整 

・情報の収集と伝達 

・区・教育委員会との連絡調整 

・避難所運営委員会の開催準備・調整 

班長 

班長代理 

班員 
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・避難者名簿の管理 

避難所担当 ・避難者の誘導・整理・避難者の部屋割調整 

・立入禁止区域の設定 

・避難所生活の基本ルールの作成、防火・防犯等の見回

り 

班長 

班長代理 

班員 

救護・衛生担当 ・医療救護所の設置と活動支援 

・負傷者の搬送と救護 

・避難所内の災害弱者への支援 

・トイレ・ゴミ集積所の確保・衛生管理 

班長 

班長代理 

班員 

給食・物資担当 ・生活物資の管理・配給に関すること。 班長 

班長代理 

班員 

※ 表中のアンダーライン箇所は、避難所開設と同時にすぐに着手しなければならない、緊急性・

重要性が高く、かつ、避難者や区の職員だけでは対応が困難な活動内容 

 

  ② 本校既存の班編制との整合 

       本 校                    避難所運営組織 

 

 

 

 

 

 

 

（４）避難所開設時の初期対応 

  ① 平日の日中の場合 

    平日の日中は地域住民が少ないことと教職員がすでに避難所である学校にいることから、

開設準備にあたって学校は最大限の努力をすることとなる。 

    ただし、生徒が在校しており、多くの生徒が精神的に不安定な状況であり、生徒の安全確

保・情緒の安定を図ること、保護者への確実な引渡しが本務であることから、保護者への引

渡し業務の進捗状況に応じて、避難所開設支援の初期対応に移行していくこととする。 

  ② 休日・夜間の場合 

    教職員の参集体制は組んであるものの、教職員自体も自宅で被災していることと、交通機

関が混乱していることから、地域住民より先に避難所に参集することは困難である。 

    したがって、避難所開設支援の初期対応は地域住民で行うこととなり、参集した教職員が

応援をすることとなる。 

 

 

 

班 

情報・連絡班 

施設・初期消火班 

救護班 

生徒対応班 

持出品搬出班 

班 開設初期対応 

総務・情報担当 各種表示、入所受付 

避難所担当 避難者誘導 

救護・衛生担当 トイレ・ゴミ、要支援者 

給食・物資担当 備蓄品配布 
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（５）生徒の安全確保から避難所開設支援の初期対応までの流れ 

時間の目安 区の動き・生徒の安全確保 避難所開設準備支援 

発災並びに第一次行動 

１時間後まで ●区災害対策本部が立ち上がる。 

○学校災害対策本部が立ち上がる。 

○学校は、生徒を引渡し場所に集合さ

せるとともに、保護者へ情報発信を

する。 

 

１～３時間 ○保護者が随時来校し、生徒の引渡し

を行う。 

●災対教育部からの報告を基に災対区

民生活部が開設する避難所を決定す

る。 

 

３～４時間後 ○引渡しされていない生徒が、一学年

一教室に集合させられる状況になっ

ていれば、避難所開設支援の初期対

応に順次移行していく。 

●一次避難所配置職員が学校に配置さ

れる。 

 

５時間後～ ○引渡しされていない生徒は、すでに

一学年一教室以下になっていると予

想され、避難所開設支援の初期対応

の支援をしていく。 

○引渡しされていない生徒数の減少と

ともに、最終的に全学年を２－Ａに

集めていく。 

○本部長の判断で、一定の段階でスク

リレ・ＨＰにより、学校の状況を保

護者に連絡するとともに、引き取り

に来られていない保護者が安心する

よう、生徒を学校で保護している旨

を伝える。 

○必要に応じて、残留している生徒に

毛布・食料・水などを提供する。ま

た、必ず１名の教員は同室にいる。 

＜早ければ３～４時間後から＞ 

○総務・情報担当に移行した教職員 

 ・入室禁止区域表示 

  給食調理室・事務室・保健室・相談

室・技術科室・校長室・職員室・家

庭科室・美術室・理科実験室（表示

はしなくても準備室を始め普通教室

も施錠しておく） 

 ・入所部屋表示 

  一般避難者：体育館 

   （収容人数や入所部屋の分離など

の諸事情で施設長より他教室の使

用依頼があった場合は校長が判断

する） 

  避難行動要支援者：多目的室 

 ・入所受付準備 

  生徒玄関に長机に受付名簿・筆記用

具を置いておく。 

  受付名簿１つに一人の職員がつける

よう、名簿や長机の数量を調整する。 

○避難所担当に移行した教職員 
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 ・入所受付場所に誘導担当として配置

につく。 

○救護・衛生担当に移行した教職員 

 ・区では、要介護４から５に認定され

ている在宅高齢者、身体障害者手帳

１・２級の障がい者、知的障がい者、

精神障がい者を非難行動要支援者と

定義している。ただし、入所受付で

判断することはできないため、２階

までの歩行が困難な入所者に多目的

室があることを案内し誘導する。そ

の他、申し出があった場合は多目的

室に案内する。受付をしていれば、

入所後どこの部屋に移動しても名簿

修正をすれば掌握は可能である。 

○給食・物資担当に移行した教職員 

 ・備蓄倉庫の中を確認し、時間帯・気

象状況等を考慮して、必要と思われ

る物資がすぐに取り出せるよう準備

しておく。 

○●入所者の状況に応じて、体育館から

多目的室に案内したり、必要物資を

提供したりする。 

避難所開設支援の初期対応の支援を行い、避難者による自主的な運営に移行していく 

  ○：学校職員が対応すること 

  ●：区職員・避難者が対応すること 
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（６）校舎平面図及び避難者入所時の配置図 
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（７）備蓄品一覧（一次避難所はミニ備蓄倉庫となっている） 

品名 数量 備考 品名 数量 備考 

アルファ化米 １，３５０食 保存年限５年 ウェットティッシュ  ９６個  

乾パン ２，６８８食 保存年限５年 毛布 ８３０枚  

クラッカー １６０食  組立式簡易トイレ ３台  

粉乳 ６０缶 保存年限１８月 マンホールトイレ 規模に応じて備蓄  

保存飲料水 ２ℓ ４５本  折り畳み式リヤカー  ２台 ３００㎏積 

哺乳びん ４０本  日常医薬品セット １組 １００人用／組 

おかゆ １００食  大人用オムツ １７０枚  

折り畳みポリタンク  ３０個 ２０ℓ 生理用品 １，００８枚  

組み立て式ベッド １４基  生理用ショーツ １８０枚  

間仕切り板 １０組  炊飯バーナー １式 小型 

トイレットペーパー  ２００巻  救助用資機材 １式  

 

（８）近隣の備蓄倉庫 

名称 所在地 床面積 

汐入公園防災備蓄倉庫 南千住８－１３－２ ３３５㎡ 

東京都南千住倉庫 南千住６－４５－４１ ２，１１９㎡ 

 

（９）二次避難所 

  ① 概要 

    妊産婦、乳児、要介護１から３までの高齢者、３級から７級までの身体障がい者の方のう

ち一次避難所での生活が困難な方を対象とした避難所で、一次避難所が開設されたあとに、

適宜、ひろば館・ふれあい館等が二次避難所として開設される。 

  ② 近隣の二次避難所 

名称 所在地 

汐入ふれあい館 南千住８－２－２ 

南千住駅前ふれあい館 南千住７－１－１ 

南千住ふれあい館 南千住６－３６－１３ 

石浜ふれあい館 南千住３－２８－２ 

 

３ 教育活動の再開に向けた取組 

（１）生徒の安否確認 

   スクリレ、ＨＰ、電話連絡、家庭訪問、避難所訪問、災害伝言ダイヤル等、あらゆる手段を

活用して生徒及びその家族の安否情報を収集する。また、連絡が取れた生徒及び保護者等から

他の生徒及び保護者の情報を収集することも考えられる。 

   確認できた以下の情報は、一覧にしておく。 

  ① 本人及び家族の安否（負傷状況・死亡・不明） 

 ② 住居の被害状況（全壊・半壊）         
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③ 避難場所 

 ④ 今後の連絡方法                

⑤ 登校の可否 

 ⑥ 学用品や教科書の状況 

（２）教職員の安否確認 

  （１）と同様に情報収集する。 

（３）施設・設備等の状況確認 

  ① 校舎・校庭の安全と教室の確保            

② ライフライン、トイレの確認 

  ③ 通学路等、学校近隣の安全確認 

（４）教育委員会との連携 

  ① 校舎等の被害に対する応急措置         

② 校舎等の危険度判定調査 

  ③ ライフラインの復旧              

④ 仮設トイレの確保 

  ⑤ 仮設教室の建設等、教室の確保         

⑥ 避難した生徒等の就学手続 

  ⑦ 学用品・教科書等、救援物資の受入れ・確保 

（５）状況集約 

  ① 勤務可能な教職員数 

  ② 登校可能な生徒数 

  ③ 使用可能な教室数 

  ④ ライフラインの復旧状況 

  ⑤ トイレの確保 

  ⑥ ＰＴＡ・地域の学校への支援状況 

（６）仮登校（家庭訪問）開始 

  ① スクリレ、ＨＰ、災害伝言ダイヤル等で学校の状況を知らせるとともに、仮登校開始につ

いて情報発信する。 

  ② 睡眠・食事・排便・頭痛などの体調面、不安・イライラ・攻撃性・閉じこもり・ＰＴＳＤ

などの心理面についてカウンセリングを行い、心のケアを中心に教育を再開する。 

（７）教育活動再開 

   教育委員会と連携して不足物資の支援を受けたり、ＰＴＡ・地域の見守り等への協力を得た

りし、使用可能な施設や出勤できる教職員、登校できる生徒に応じて、可能な範囲の応急教育

を実施する。 

   その際、特に、心のケアについては引き続き重視していく。 


